
大軍拡・改憲 ＮＯ！
軍事費削ってコロナ対策の抜本強化を

★ 改憲ではなく憲法いかした政治を
憲法審査会での改憲議論に前のめりの自民党や

公明党ですが、「憲法のどこが問題なのか」は不

明なままです。憲法審査会は改憲原案や改正の発

議の審査が任務です。後手後手のコロナ対策で苦

しめられている国民を放置して、「改憲」のため

の改憲論議にうつつを抜かす暇はありません。岸

田首相の「敵基地攻撃能力」は相手をせん滅する

「打撃力」で、行使すれば全面戦争となります。

こんな明白な憲法違反の検討は許されません。

★ワクチン接種と検査、医療の強化こそ
３回目のワクチン接種の遅れや検査キットの不足、病床のひっ迫など、感染爆発に「お

手上げ」の岸田政権。医療や保健所の体制確保、検査体制の拡充などを行わないばかりか、

病院経営を支えてきた病床確保補助金を削減し、診療報酬も引き下げようとしています。

軍事費に６兆円超もつぎ込む場合ではありません。失政を繰り返えさせないためにも、迅

速なワクチン接種とＰＣＲ検査の抜本拡充、医療支援と保健所体制の強化が不可欠です。

★日米地位協定の抜本改定を
岸田首相が「Ｇ７（先進７カ国）で最も厳しい」と言うコロナの水際対策。米軍基地と

いう大穴からオミクロン株の感染が急拡大。日米地位協定で出入国審査や検疫が免除され

ている米軍関係者が沖縄や岩国の基地外に感染を広げたのです。米軍基地を受け入れてい

るオーストラリアや韓国などでは、原則として国内法の検疫を適用しており、日本の現状

は屈辱的です。岸田政権が急ぐべきは、改憲ではなく日米地位協定の抜本改定です。

（K.H）
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改憲策動を市民の運動で押し返そう（アピール要旨）

～「憲法改悪を許さない全国署名」を一気に広げましょう～

市民が望まない改憲論議よりコロナ対策を、憲法まもる政治に、と奮闘いただく全国

の市民の皆さん。

憲法は今、戦後最大の危機です。いのち、くらし、平和を守り、前進させる社会を次

の世代に引き継ぐために、力を合わせて改憲策動を押し返しましょう。「憲法改悪を許

さない全国署名」運動を全国各地で広げ、大きくしましょう。

市民の皆さん。先の総選挙の結果、改憲を主張する勢力の議席数が３分の２を超える

残念な結果となり、改憲の動きが一気に強まりました。岸田首相は年頭所感で「(改憲は)

本年の大きなテーマ」との姿勢を示し、自民党に「憲法改正実現本部」を改組・設置し

ました。安倍・菅政権以上の改憲暴走の姿勢です。その暴走を、「参議院選挙と同時の

改憲国民投票実施」を主張する日本維新の会などが加速させています。改憲勢力は、毎

週の憲法審査会開催や、スケジュール、課題を決めた審議なども求めており、通常国会

中に改憲論議が一気に進みかねません。

１２月１６日に開催された衆議院憲法審査会では、自民党が「改憲４項目」をベース

にした審議をもとめ、コロナ対策を口実にした緊急事態条項創設を求める意見もだされ

ました。しかし、改憲の真の狙いが憲法への自衛隊を明記にあることは明らかです。

岸田政権は、敵基地攻撃能力保有を明記する防衛計画大綱などの見直しや軍事費ＧＤ

Ｐ２％への大軍拡を進めようとしています。

中国が覇権主義を強め、アメリカとその同盟国が中国包囲を強固にするもとで、日本

も軍事対軍事、武力には武力の道に進むのか、憲法９条をいかした平和外交に立ち戻る

のか、今、その岐路に立っています。果てしない軍拡競争のために、市民のいのち、く

らし、人権を二の次にする政治を認めるのか、それを拒否するのかの岐路でもあります。

この夏に予定される参議院選挙で、立憲野党の共闘を前進させて改憲勢力を少数に追

いやり、「憲法改悪を許さない全国署名」を大きく広げましょう。改憲ＮＯの市民の意

思を形にして、国会内での立憲野党の奮闘を後押ししましょう。宣伝・署名行動、学習・

講演会活動などを全国で強めましょう。憲法施行から７５年目となる５月３日を第一の

節目に、夏の参議院選挙を第二の節目に、取り組みを飛躍させましょう。

２０２２年１月

９条改憲ＮＯ！全国市民アクション

戦争させない・９条壊すな総がかり行動実行委員会

９条改憲ＮＯ！全国市民アクションは

以下のアピールを発表しました



「あたらしい憲法のはなし」

日本国憲法は1947年５月３日に施行され、その８月に新制中学校

１年生用の教科書として「あたらしい憲法のはなし」が当時の文部

省から刊行されました。「みなさん、あたらしい憲法ができました」

と語りかけるところから始まり、まず憲法とは何か、前文の考え方

として民主主義・国際平和主義・主権在民主義を解説し、天皇陛下・

戦争の放棄・基本的人権など、憲法で規定される様々な事柄をわか

りやすく示しています。
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～ あたらしい憲法のはなし ～
1947年（昭和22年） 文部省 中学1年生用教科書 より引用

戦争の放棄
みなさんの中には、こんどの戦争に、おとうさんやにいさんを送りだされた人

も多いでしょう。ごぶじにおかえりになったでしょうか。それともとうとうおか

えりにならなかったでしょうか。また、くうしゅうで、家やうちの人を、なくさ

れた人も多いでしょう。いまやっと戦争はおわりました。二度とこんなおそろし

い、かなしい思いをしたくないと思いませんか。こんな戦争をして、日本の国は

どんな利益があったでしょうか。何もありません。ただ、おそろしい、かなしい

ことが、たくさんおこっただけではありませんか。戦争は人間をほろぼすことで

す。世の中のよいものをこわすことです。だから、こんどの戦争をしかけた国に

は、大きな責任があるといわなければなりません。このまえの世界戦争のあとで

も、もう戦争は二度とやるまいと、多くの国々ではいろいろ考えましたが、また

こんな大戦争をおこしてしまったのは、まことに残念なことではありませんか。

そこでこんどの憲法では、日本の国が、けっして二度と戦争をしないように、

二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争をす

るためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸

軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄といいます。「放棄」とは「す

ててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことは

ありません。日本は正しいことを、ほかの国よりさきに行ったのです。世の中に、

正しいことぐらい強いものはありません。

もう一つは、よその国と争いごとがおこったとき、けっして戦争によって、相

手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。

おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いく

さをしかけることは、けっきょく、じぶんの国をほろぼすようなはめになるから

です。また、戦争とまでゆかずとも、国の力で、相手をおどすようなことは、いっ

さいしないことにきめたのです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよそ

の国となかよくして、世界中の国が、よい友だちになってくれるようにすれば、

日本の国は、さかえてゆけるのです。

みなさん、あのおそろしい戦争が、二度とおこらないように、また戦争を二度

とおこさないようにいたしましょう。



「憲法改悪を許さない全国署名」

の取り組みが全国で取り組まれてい

ます。草の根の署名運動を展開し、

平和を守る世論を広げましょう。

署名用紙をお届けします。また集

めていただいた署名を受け取りに伺

います。印西・九条の会世話人まで

ご連絡下さい。

【世話人】

加藤亮二 090-4677-4940

志和 孝 080-6599-6490

廣瀬邦治 090-1706-2572
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編
集
日
誌

▼
今
年
は
日
本
国
憲
法
が
１
９
４
７
年
５
月
３
日
に
施
行

さ
れ
て
75
年
で
す
。
憲
法
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
へ

の
痛
苦
な
反
省
の
上
に
立
っ
て
、
「
政
府
の
行
為
に
よ
つ

て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ

と
を
決
意
し
」
（
前
文
）
、
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

▼
衆
院
憲
法
審
査
会
が
２
月
10
日
に
今
国
会
で
初
め
て
開

か
れ
、
自
由
討
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
自
民
党
の
新
藤
義

孝
議
員
は
、
９
条
へ
の
自
衛
隊
明
記
な
ど
「
改
憲
４
項
目
」

を
あ
げ
て
、
「
憲
法
改
正
に
か
か
わ
る
議
論
を
い
よ
い
よ

項
目
ご
と
に
具
体
的
か
つ
本
格
的
に
深
め
て
い
き
た
い
」

と
主
張
。
立
憲
民
主
党
の
奥
野
総
一
郎
議
員
は
、
改
正
あ

り
き
の
立
場
で
は
な
い
と
し
て
「
『
改
憲
４
項
目
』
の
議

論
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
」
と
表
明
し
ま
し
た
。

▼
日
本
共
産
党
の
赤
嶺
政
賢
議
員
は
、
憲
法
審
査
会
は
動

か
す
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
、
「
９
条
を
中
心
と
す
る
改

憲
草
案
づ
く
り
を
進
め
る
議
論
は
許
さ
れ
な
い
」
と
強
調
、

い
ま
必
要
な
の
は
、
憲
法
に
反
す
る
現
実
を
た
だ
す
こ
と

で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
で
生
存
権
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
現
実

こ
そ
議
論
す
べ
き
だ
と
主
張
し
ま
し
た
。

▼
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
感
染
爆
発
の
渦
中
、
国
民
の
命
・
く

ら
し
そ
っ
ち
の
け
で
、
不
要
不
急
の
改
憲
策
動
を
ご
り
押

し
す
る
に
自
民
・
公
明
・
維
新
な
ど
改
憲
勢
力
に
、
市
民

の
厳
し
い
目
が
注
が
れ
て
い
ま
す
。


